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5-１ 結婚の希望をかなえ、安心して出産や子育てができる環境づくり

❖ 目 標

❖ 施 策 に 関 す る 指 標

結婚から新生活へのライフプランの支援

社会全体で子育てを支援する体制の充実

保育サービス・幼児教育の充実

子どもや母親の健康の保持・増進

■

■

■

■

若者の出会いの機会を創出し、結婚の支援に取り組むとともに、結婚後のライフプランを描くこと

ができる環境を整備します。

地域や職場など、社会全体で全ての子育て家庭を支援する体制を充実し、子育ての不安を軽減しま

す。

待機児童ゼロの実現と多様化する需要に応える保育サービスの量と質を充実させ、それを支える人

材を確保します。

妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援体制を構築し、出産・育児にかかる負担を軽減します。

成果指標 現状値 目標値

男 性 の 育 児 休 業 取 得 率
(2022 年度 )

21.8％
30％

保 育 所 等 待 機 児 童 数
(2023 年度 )

5 人
毎年度 0 人

放課後児童クラブ待機児童数
(2023 年度 )
661 人 0 人

産後、助産師等からの指導・ケアを十分に受けることが
できた人の割合

(2021 年度 )
91.4％ 100％

施策

５-１

（１）結婚から新生活へのライフプラン

の支援

（２）社会全体で子育てを支援する体制

の充実

（３）保育サービス・幼児教育の充実

（４）子どもや母親の健康の保持・増進

担当部局
健康福祉部 こども未来課、

こども家庭課
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活動指標 現状値 目標値

ふじのくに出会いサポートセンターにおける会員登録者数
(2022 年度)
1,894 人

3,000 人

ふじのくに出会いサポートセンターにおける成婚件数
(2022 年度)

15 件
60 件

結婚から新生活へのライフプランの支援

社会全体で子育てを支援する体制の充実

活動指標 現状値 目標値

放課後児童支援員の養成数
(2022 年度)
412 人

毎年度 330 人

子育てに優しい職場環境づくりの講座参加者数
(2022 年度)
526 人

毎年度 400 人

保育サービス・幼児教育の充実

活動指標 現状値 目標値

認定こども園の設置
(2022 年度)

341 箇所

(2024 年度)

354 箇所

しずおか保育士・保育書支援センターによる就職率
(2022 年度)

7.3%
12%

キャリアアップの仕組みを導入している民間保
育所・認定こども園の割合

(2022 年度)
95.5%

100%

全クラスに放課後児童支援員を２人以上配置し
ている放課後児童クラブの割合

(2021 年度)
68.2%

100%

子どもや母親の健康の保持・増進

活動指標 現状値 目標値

産婦健康診査受診率
(2022 年度)
84.9%

100%

新生児聴覚スクリーニング検査受検率
(2022 年度)

97.9％
100%

医療従事者向け母子保健研修受講者数
(2022 年度)

593 人
560 人
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5-１ 結婚の希望をかなえ、安心して出産や子育てができる環境づくり

❖ 施 策 推 進 の 視 点 ・ 主 な 取 組

☞ 視点１ 結婚支援の推進

① 市 町 等 と 連 携 し た 結 婚 支 援 の 推 進

結 婚 を 望 む 男 女 が 着 実 に そ の 歩 み を 進 め 、家 庭 を 築 い て い く こ と が で き る よ う 、

市 町 や 企 業 等 と 連 携 し 、 継 続 的 、 広 域 的 に 結 婚 を 支 援 す る た め の 仕 組 み を 構 築

し ま す 。

☞ 視点２ 安心して出産・子育てできる環境づくりの推進

② 若 い 女 性 の 妊 娠 ・ 出 産 に 関 す る 健 康 支 援

将来的に又は近い未来に妊 娠 や 出 産 の 希 望 を も っ て い る 、 若 い 世 代 に 対 す る 妊 娠 ・

出 産 に 関 す る 正 し い 知 識 の 普 及 と と も に 、 不 妊 症 や 不 育 症 に 悩 む 夫 婦 を 支 援 し

ま す 。

☞ 視点３ 保育サービスの充実

③ 保 育 士 の 定 着 促 進 と 資 の 向 上

細 分 化 す る 保 育 ニ ー ズ に 応 え る サ ー ビ ス を 充 実 さ せ る た め 、 潜 在 保 育 士 の 職 場

復 帰 支 援 や 保 育 所 等 の 処 遇 改 善 が 行 わ れ る こ と に よ る 保 育 士 の 職 場 定 着 に よ る

人 材 確 保 と と も に 、 保 育 士 等 に 対 し て 研 修 を 行 い 、 資 質 の 向 上 を 図 り ま す 。

④ 安 全 ・ 安 心 な 保 育 サ ー ビ ス の 提 供

送 迎 バ ス 内 で 発 生 し た 事 故 の 再 発 防 止 に 向 け て 、 送 迎 車 両 を 運 行 す る 全 て の 保

育 所 等 で 安 全 対 策 に 取 り 組 み ま す 。 ま た 、 保 育 所 等 に お け る 不 適 切 保 育 に 関 す

る 認 識 の 共 有 と 、 職 場 環 境 の 改 善 を 推 進 し ま す 。

☞ 視点４ 子育てと仕事の両立支援

⑤ 地 域 ・ 職 場 で の 子 育 て 支 援 の 充 実

子 ど も が 放 課 後 に 安 心 し て 過 ご せ る 場 を 提 供 す る た め 、 放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 環

境 を 整 備 し ま す 。 ま た 、 子 育 て 中 の 社 員 が 生 き 生 き 働 く た め 、 仕 事 と 家 庭 の 両

立 を 支 援 す る イ ク ボ ス の 養 成 な ど を 推 進 し ま す 。



4

5-１ 結婚の希望をかなえ、安心して出産や子育てができる環境づくり

１ 現状・課題と県の施策

【 現 状 ・ 課 題 １ 】

■ 未 婚 化 が 進 展 し て お り 、 5 0 歳 ま で に 一 度 も 結 婚 し た こ と の な い 人 の
割 合 が 急 速 に 増 え て い ま す 。

■ コ ロ ナ 禍 に よ る 出 会 い の 機 会 減 少 等 に よ り 、 結 婚 を 希 望 し な が ら も 、
そ の 希 望 が か な え ら れ な い 人 が 存 在 し て い る こ と か ら 、結 婚 を 望 む 人
が 希 望 を か な え ら れ る よ う に 支 援 す る 必 要 が あ り ま す 。

☞ 視点１ 結婚支援の推進

○ 施策の方向性⇒結婚を望む男女が着実にその歩みを進め、家庭を築いていくことができるよう、

市町や企業等と連携し、継続的、広域的に結婚を支援するための仕組みを構築します。

主な取組➡市町等と連携した結婚支援の推進

ヨーロッパの婚外出生率の平均が４割を超え、フランス、スウェーデン等は 5 割よりも高いことに比

べ、日本の婚外出生率は約２％であることから、婚姻数の上昇は出生数の上昇につながっています。

（統計・分析等）

１ 50 歳時未婚率の推移

・50 歳時未婚率は、近年、急激に上昇しており、平成 27 年度において、男性は 24.1％、女性は 12.5％

となっています。

・全国と比較すると、男性はほぼ全国と同様の水準、女性は全国よりも低い水準で、同様の動きを示して

います。
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２ 結婚する意思

・20～34 歳の独身者のうち結婚したいと考えているのは、男性では 73.3％、女性では 83.4％でした。

・経年変化をみると、結婚する意思を持つ人は男女ともに減少傾向にあり、平成 26 年度と比べて男性は

8.3 ポイント、女性は 3.6 ポイント減少しています。
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３ 独身の理由

・男女共に、独身の理由は「適当な相手にめぐり会わない」と「結婚後の家計など経済的理由」が上位

となっています。

独身の理由

（出典：県こども未来課「令和元年 少子化対策に関する県民意識調査」）



7

5-１ 結婚の希望をかなえ、安心して出産や子育てができる環境づくり

４ 若年層の結婚に対する意識

・全国の 17 歳から 19 歳の男女に結婚に関する意識を調査した結果、全体の 9.2％が「結婚したくない」

と回答し、その理由は下表のとおりとなっています。

・そのうち、男性では 18.8％、女性では 36.9％もの若者が「子どもを育てたいと思っていないから」

とし、「家庭を築くことよりも優先したいことがある」「家事などの生活における負担が増える」とい

った理由もあり、結婚や子育てに対してネガティブな印象を持っている回答が上位を占めています。

将来結婚しないと思う理由

（出典：日本財団「18 歳意識調査」）

男性 女性

1 位
恋人・パートナーがいないから/見つから

ないと思うから(47.3％)
1 位

一人でいる方が、精神的な負担が少ない

から（52.3％）

2 位
一人でいる方が、精神的な負担が少ない

から（39.3％）
2 位

恋人・パートナーがいないから/見つか

らないと思うから(44.1％)

3 位 自由を失いたくないから（26.8％） 3 位
子どもを育てたいと思っていないから

（36.9％）

4 位 経済的に難しいと思うから（23.2％） 4 位 自由を失いたくないから（35.1％）

5 位
子どもを育てたいと思っていないから

（18.8％）
5 位

家庭を築くよりも優先したいことがあ

るから（22.5％）

6 位
家庭を築くよりも優先したいことがあ

るから（17.9％）
6 位 経済的に難しいと思うから（21.6％）

7 位
家事などの生活における負担が増える

から（16.1％）
7 位

家事などの生活における負担が増える

から（18.9％）

8 位
周りの人にしない方がよいと言われる

から（7.1％）
8 位

結婚せず、自身の親や兄弟姉妹と暮らし

たいから（6.3％）

9 位
結婚せず、自身の親や兄弟姉妹と暮らし

たいから（6.3％）
9 位 その他（2.7％）

10 位 その他（2.7％） 10 位
周りの人にしない方がよいと言われる

から（1.8％）
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【 現 状 ・ 課 題 ２ 】

■ 平 均 初 婚 年 齢 が 年 々 上 昇 し 、晩 婚 化 が 進 展 す る と と も に 、出 産 時 の 母
親 の 平 均 年 齢 も 上 昇 し て い ま す 。 年 齢 が 上 昇 す る と と も に 、 妊 娠 す る
確 率 が 低 下 す る こ と か ら 、 晩 産 化 は 少 子 化 の 要 因 と な っ て い ま す 。

■ 同 時 に 不 妊 治 療 を 実 施 し 出 産 に 至 る 方 の 割 合 が 増 え て い る た め 、 経
済 的 、 精 神 的 な 支 援 が 重 要 と な っ て い ま す 。

☞ 視点2 安心して出産・子育てできる環境づくりの推進

○ 施策の方向性⇒将来的妊 娠 を 希 望 し た 際 に 希 望 が か な う よ う に 、若 い 世 代 に 対 す る 妊

娠・出 産 に 関 す る 正 し い 知 識 の 普 及 を 行 い ま す 。ま た 不 妊 症 や 不 育 症 に 悩 む 夫 婦 を

支 援 し ま す 。

主な取組➡若い女性の妊娠・出産に関する健康支援

（統計・分析等）

１ 晩婚化や晩産化の状況

・県内の平均初婚年齢は、年々高くなっており、晩婚化の傾向となっています。

・県内の母の出生時平均年齢は、年々高くなっており、晩産化の傾向となっています。

27.2 27.7
28.5

29.3
30.1 30.4 30.3

29.7 30.1
30.6

31.4 32.0 32.5 32.632 32.1 32.5 32.9 33.3 33.5 33.9

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

H6 H10 H15 H20 H25 H28 H29 H30 R1 R2

第1子 第2子 第3子

静岡県内の母の出生時平均年齢

28.4 28.7

30.4 31.0 31.1 31.1 31.0 31.1 30.8 30.8

25.7
26.8

28.5
29.2 29.2 29.1 29.1 29.3 29.1 29.2

24
25
26
27
28
29
30
31
32

H2 H12 H22 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

初婚夫 初婚妻

静岡県内平均初婚年齢
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・妊婦の年齢が上がるほど、流産率が上昇しています。

２ 出産年齢が上昇することでの母体への影響

・女性の年齢が上がるほど、妊孕性（妊娠する力）が低下しています。晩産化することで妊娠を希望し
にんようせい

たときに希望がかなわない可能性があります。

女性の年齢と妊孕力の変化

女性の加齢による流産の頻度

・周産期死亡率は 25～29 歳で最低で、妊婦の年齢が上がるほど、周産期死亡率（妊娠 22 週以降
の胎児や生後１ヶ月の新生児の死亡率）が上昇しています。

母の年齢と周産期死亡率

引用：一般社団法人日本生殖医学会

ホームページ

妊孕率は、女性 1,000 人あたりの出生

数を元に、20～24 歳を 100％として計

算しています。

引用：一般社団法人日本生殖医学会

ホームページ

引用：一般社団法人日本生殖医学会

ホームページ
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３不妊症治療を受ける方の動向

・2020 年度では、全国で 60,381 人が体外受精、顕微授精等の不妊治療によって出生し、全出生児
（840,835 人）の 7.2％、全出生児の 13.9 人に１人となっており、年々増加しています。

・2021 年度では不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦の割合は 22.7％と夫婦全体の 4.4 組に１
組となっており、年々増加しています。

不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦の割合

全出生児に占める生殖補助医療による出生児の割合
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【 現 状 ・ 課 題 ３ 】

■ 共 働 き 世 帯 の 増 加 や 就 労 環 境 の 多 様 化 な ど に よ り 、 多 様 な 保 育 に 対 す
る 需 要 が 高 ま っ て お り 、 子 育 て 家 庭 が 安 心 し て 子 供 を 預 け 、 育 て る こ
と の で き る 保 育 体 制 の 構 築 が 求 め ら れ て い ま す 。

■ 保 育 士 が 職 場 に 定 着 す る た め に は 、 魅 力 あ る 職 場 環 境 の 中 、 本 来 の 力
を 発 揮 し て 業 務 に 専 念 で き る よ う 、 人 材 の 確 保 と と も に 職 場 環 境 の 改
善 が 必 要 で す 。

■ 全 て の 子 供 の 安 全 が 守 ら れ 、 健 や か な 成 長 が 確 保 さ れ る よ う 、 保 育 施
設 に お け る 送 迎 バ ス の 安 全 管 理 を 徹 底 す る こ と が 必 要 で す 。

■ 保 育 所 等 に お け る 不 適 切 保 育 に 関 す る 認 識 の 共 有 と 、 職 場 環 境 の 改 善
を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。

☞ 視点3 保育サービスの充実

○ 施策の方向性⇒多様化する保育需要に応えるため、保育士の専門知識や技術力を高め、人材の確

保に取り組みます。また、安全管理や不適切保育の再発防止に取り組む保育施設を支援し、安心

して子供を預けられる保育環境の整備を推進します。

主な取組➡保育士の定着促進と質の向上、安全・安心な保育サービスの提供

（統計・分析等）
１ 保育士の勤続年数

県内の保育施設では、勤続年数が５年未満の職員が 50.3％と半数を占めており、10 年以上勤務を継続

している職員は 28.9％と３割を満たしません。

２ 保育士の平均月収

保育士の平均月収は 30 万 9,000 円であり、全産業の平均月収 35 万 5,000 円と比較して、約５万円低

い状況にあります。

36.2 36.3
36.6

37.0 37.3
35.2 35.5

31.1 31.4 31.5 31.9 32.3
31.8 32.2

26.8

28.3
29.7

30.2 30.2 30.827.4

27.2 27.7 28.1 28.2
26.6 26.7

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

H27 H28 H29 H30 R元 R２ R３

全産業

全産業(女性)

（役職者含む）

保育士(女性)

対人サービス産業

勤続年数 割 合

１年未満 14.1％

50.3％
71.1％

１年以上３年未満 21.0％

３年以上５年未満 15.1％

５年以上７年未満 11.9％

49.7％

７年以上 10 年未満 8.9％

10 年以上 15 年未満 10.4％
28.9％15 年以上 20 年未満 7.1％

20 年以上 11.4％

(出典：静岡県の保育士実態に係るアンケート調査)

(出典：令和４年度版 厚生労働白書)

月収(万円)

保育士
(男女計)

30.9
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３ 保育士からの職場要望

保育士として継続的に働いていくために、施設に求めることについては、「給与・賞与の改善」が最
も多く、次いで「有給休暇の取得のしやすさ」、「保育士の心理的負担を軽くする工夫(責任の分担、安
全管理のＩＣＴツール活用等)が挙げられ、処遇改善や、ゆとりある働き方を求める声が多くあります。

４ 保育士が業務負担が大きいと考えている業務

負荷が大きいと考えている業務として、ＩＣＴ化で代替できる「保育計画書等の作成」や「連絡帳、
保育日誌等の記入」、また、業務見直し可能な「教材の準備、掲示物の作成」、保育士以外でも対応で
きる「環境整備（消毒や遊具等の点検、清掃）」が挙げられています。

保育方針の改善

保育内容の工夫

保育士の意見の尊重

保育士の心理的負担を軽くする工夫

職場の人間関係・職員間コミュニケーション

日々の保育の振り返り機会・時間の確保

事務・間接業務の削減

公平な人事評価

各種相談等への親身な対応

給与・賞与の改善

シフトの融通

有給休暇等の取得のしやすさ

時短勤務や日勤シフト等の多様な働き方の導入

残業時間、休日出勤の抑制

各種研修への参加のしやすさ

経験・スキルに応じたスキルアップ制度の充実

寮や家賃補助制度

その他の福利厚生の充実

その他

特になし

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

187

443

654

1,112

987

488

883

630

270

1,421
782

1,357

804

816

250

378

208

439

33

132

保育計画書・食育計画書等の作成

連絡帳、保育日誌の記入、児童の安全に関するチェック表の記入

保育活動・教材の準備、掲示物の作成

行事準備

環境整備(消毒、道具の点検、部屋の点検、清掃)

職員間コミュニケーション・情報共有

職員の育成・後輩指導

勤務計画(シフト)の作成

保護者・地域対応(外部とのつながり)

行政関連の書類・監査等の対応

その他

特になし

0 500 1,000 1,500 2,000

1,374

1,237

1,260

1,576

971

472

356

198

320

435

61

177

(出典：静岡県の保育士実態に係るアンケート調査)

(出典：静岡県の保育士実態に係るアンケート調査)
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５ 本県で発生した送迎用バス内での園児死亡事故の概要

６ 送迎バスに係る立入指導結果

書面調査や国の緊急点検の結果を基に、バスを運行している全ての教育保育施設に対して、現場
への立入指導を実施しました。

項 目 内 容

施 設 牧之原市内の私立認定こども園

被害児童 ３歳、女児(令和４年４月１日入園)

状 況

令和４年９月５日午前８時 50 分頃、送迎バスにて登園するも、バス内に約５時間取り

残され、同日午後２時 10 分頃、バス内にて心肺停止状態で発見。緊急搬送されたが、
その後病院で死亡が確認された。死因は、熱射病と判明

発 生

要 因

特別指導監査により、確認された事件発生要因

・園到着後の同乗職員による降車確認と、運転手による車内確認の未実施

・同乗職員が園児の人数を未確認のまま登園状況を入力したこと、
クラスではその情報を確認しなかったこと

・欠席連絡のない園児の保護者確認を怠ったこと

・当日、同乗職員、運転手は臨時で、乗降確認等の役割が十分に共有されていなかったこと
・運転手や同乗職員、施設職員の役割や安全確認手順が記載された送迎バス運行マニュア

ル等の未整備

項 目 内 容

対象施設
認定こども園、保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、幼稚園、

特別支援学校：270 施設(うち、１施設は休止のため、269 施設が対象)

実 施 期 間 令和４年９月 27 日（火）～ 11 月 18 日（金）

指 導 結 果

多くの施設で登園管理や送迎バスの運行体制が整えられてはいるものの、一部におい
て、保護者への連絡体制や乗車名簿の作成、乗降時の名簿へのチェック等が実施されて

おらず、改善を指導

出欠状況の確認・共有 欠席連絡なく子どもがいない場合、保護者へ連絡 98.9％

バス運転手などの運行体制
運転手のほか、子どもの対応できる職員が同乗：90.7％

乗車名簿の作成がされている：91.8％

乗降確認
子どもの人数等を確認し記録している

乗車時：72.1％、降車時：45.7％

送迎に関するマニュアル
安全計画や危機管理マニュアル、その他の方法で送迎時のルール

を規定 83.3％
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７ 本県で発生した不適切保育の概要

項 目 内 容

施 設 裾野市内の私立保育所

経 緯

令和４年 11 月に裾野市から報告を受け、１歳児クラスにおいて、不適切な保

育が行われていたことが発覚

・令和４年 12 月３日から県と裾野市により、特別指導監査を実施

・令和４年 12 月４日に同園の保育士３人が暴行容疑で、静岡県警に逮捕

・令和４年 12 月 23 日に処分保留で釈放

・うち保育士１人が暴行罪で、令和５年５月８日付けで罰金 20 万円の略式命

令を受けた。

確認された行為

特別指導監査により、確認された行為
児童の頭をバインダーで叩く行為や、児童に対する威圧的な声かけ、児童の

写真を撮影し、児童を揶揄するよう加工を行った上、LINE グループの職員間

で共有する行為など、複数の身体的・心理的虐待、不適切な保育

略式起訴事案

・児童の足をつかみ宙づりにする行為
・感染症への罹患が疑われる児童の体を他の児童に触れさせる行為
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【 現 状 ・ 課 題 ４ 】

■ 放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 待 機 児 童 が 解 消 し て お ら ず 、 申 込 み の 増 加 に 対
応 し た 定 員 や 放 課 後 児 童 支 援 員 等 を 確 保 し て い く 必 要 が あ り ま す 。

■ 家 事 ・ 育 児 時 間 や 育 児 休 業 取 得 率 を 見 る と 、家 事 ・ 育 児 に 関 す る 負 担
は 女 性 が 負 う こ と が 大 き い こ と か ら 、 男 性 の 家 事 ・ 育 児 へ の 参 画 を 促
進 す る 必 要 が あ り ま す 。

☞ 視点4 子育てと仕事の両立支援

○ 施策の方向性⇒子どもが放課後に安心して過ごせる場を提供するため、クラブの増設と放課後児

童支援員の確保により、放課後児童クラブの環境整備を進めます。

○ 従業員が仕事と子育ての両立ができるよう、子育て家庭の働き方を支援する会社を育て、男性の

育児休業取得率を上げていきます。

主な取組➡地域・職場での子育て支援の充実

（統計・分析等）

１ 放課後児童クラブの状況

・令和５年５月時点の待機児童数は、661 人となり、前年度 803 人から 142 人減少しました。

・市町がクラブの施設整備を進め、児童の受け入れ枠の拡充を図っているものの、共働き家庭の増加な

ど保護者の就労状況の変化等により、増加枠を上回る利用ニーズの高まりがあり、引き続き待機児童

が発生しています。

・全県では、利用児童数より利用定員数が上回っているものの、利用者は小学校区範囲内でのニーズと

なるため、他の学区に空き定員が生じても、児童の通所の都合で待機児童を補えないことも、待機児

童が発生する要因となっています。

（単位：か所、人）

※ 厚労省実施状況調査（各年５月 1 日現在、令和２年のみ７月１日現在）

※ 括弧内は対前年比増減。

区 分 R1 R2 R3 R4
R5

(速報値)

放課後児童クラブ数
700

（+33)
713

(+13)
739

(+26)
764

(+25)
776

(+12)

利 用 定 員 数
35,418

(+2,616)
37,049

(+1,631)
38,272

(+1,223)
38,795
(+523)

39,579
(+784)

利 用 希 望 数
（利用児童数 + 待機児童数）

33,756
（+1,983

)

33,455
（▲301)

35,019
（+1,564

)

35,832
（+813)

37,033
(+1,201)

利 用 児 童 数
32,648

（+1,690
)

32,733
(+85)

34,216
(+1,483)

35,029
(+813)

36,372
(+1,343)

待 機 児 童 数
1,108

(+293)
722

(▲386)
803

(+81)
803
(0)

661
(▲142)

参考：小学校児童数 190,301 187,254 183,614 180,387 175,775

利用児童数／小学校児童数 17.2％ 17.5％ 18.6％ 19.4％ 20.7％
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２ 放課後児童支援員の状況

・令和４年５月１日時点での、県内の放課後児童クラブで働く職員数は、4,867 人、うち厚労省設置運

営基準における放課後児童支援員は、2,563 人です。

・放課後児童クラブを適正に運営するため、「全てのクラブで放課後児童支援員を 2 人以上配置」する

とした目標に対して、令和４年５月１日時点で 78.8％です。

＜国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準（参酌すべき基準）＞

放課後児童支援員を 2 人以上配置（うち 1 人は補助員でも可能）

静岡県では国の基準以上の配置をふじさんっこ応援プランの目標値としています。

※ 国基準以上を目標に設定していのは、近隣 10 県で本県のみです。

・放課後児童支援員認定資格研修の令和 4 年度の研修修了者 412 人のうち、ふじのくに型「人生区分」

壮年の 40 代後半から 70 代後半が 317 人、76.9％を占めています。

＜令和４年度の研修修了者の年齢別・男女別内訳＞ （単位：人）

・放課後児童クラブでは、障害のある子どもや医療的ケア児など、配慮やケアを必要とする子どもの受

入が増加傾向にあり、放課後児童支援員等に専門的知識が求められています。

＜放課後児童クラブにおける障害児の受入状況＞ （単位：人）

※ 障害児：療育手帳若しくは身体障害者手帳を所持する児童、特別児童扶養手当証書を所持する児

童又は、医師、児童相談所、発達障害者支援センター等公的機関からこれら児童と同等
の障害を有していると認められる児童（厚労省実施状況調査要領）

区分
青年

壮年 老年

計
初期 盛期 熟期 初老 中老

10～
20代 30代 40～

45
46～
55

56～
65

66～
76

77～
80

81～
87

修了者数
41 28 25 124 134 59 0 1

412
41 317 １

男性 12 5 7 11 8 10 0 0 53
(12.9%)

女性 29 23 18 113 126 49 0 1 359
(87.1%)

年度 市町数
クラブ数 児童数
うち障害児
の受入あり

％ うち障害児 ％

R1 25 700 370 52.9 32,648 915 2.8

R2 24 713 355 49.8 32,733 920 2.8

R3 22 739 356 48.2 34,216 862 2.5

R4 23 764 395 51.7 35,029 1,052 3.0
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３ 育児休業取得率

・男性の育児休業取得率は、5 人に 1 人程度の取得であり、女性と比較して低い数値となっています。

（出典：県労働雇用政策課「令和４年度 静岡県雇用管理状況調査」）

育児休業を取得した人数

※男性育児休業取得率 ＝

配偶者が出産した男性数

※育児休業とは

・原則として子が１歳（保育所などに入所できない場合に限り、最長 2 歳）に達するまでの間の育児休

業の権利を保障するもの。

・本人の申し出た期間で、１人の子につき原則１回の取得が可能（１日でも取得可能）。

・経済的支援として、雇用保険からの育児休業給付や社会保険料の免除等が受けられる。

・令和 4 年 10 月から、産後パパ育休（出生時育児休業）が創設され、育休の分割取得や、休業中の就業

が可能となるなどの弾力化が図られた。
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４ 育児休業を取得しない理由

・男性が育児休業を取得しない理由の上位は、収入面の不安と、取得に際しての職場の雰囲気となってい
ます。

（出典：2021 労働者調査（厚労省委託事業））

５ 夫婦の家事・育児関連時間

・男性の家事・育児関連時間は 2 時間 50 分であるのに対し、女性は 12 時間 5 分であり、家事・育児の負

担が女性に偏っていることがうかがえます。

（出典：令和 4 年度静岡県男女共同参画白書）

６ 夫の家事・育児従事時間と第 2 子以降の出生率

・夫の家事・育児従事時間が長いほど、第 2 子以降の出生率は高くなっています。

（出典：令和 4 年少子化対策白書）

育児休業制度を利用しなかった理由 割合

収入を減らしたくなかったから 41.4%

職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場

の育児休業取得への理解がなかったから
27.3%

自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから 21.7%

会社で育児休業制度が整備されていなかったから 21.3%

残業が多い等、業務が繁忙であったから 20.8%

区分 家事時間 育児時間 計

男性 55 分 1 時間 55 分 2 時間 50 分

女性 ４時間 36 分 7 時間 29 分 12 時間 5 分

従事時間 0 時間 2 時間未満 2 時間～4 時間 4 時間～6 時間 6 時間以上

出生あり 10.0% 32.8% 59.2% 79.7% 87.1%
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２ 施策に関する県と市町、民間等との役割分担

区分 役割・取組等

県

・ 県は、専門性や広域性の観点から施策を推進するほか、市町が実施する結婚支援及

びこども・子育て支援が円滑に進められるよう、助言や情報提供を実施するととも

に、制度面での問題点などを国に対して伝え、改善を要望していく役割を担う

・ 県は、「子ども・子育て支援法」及び「次世代育成支援対策推進法」に基づく計画

「ふじさんっこ応援プラン」を策定し、市町が実施する事業が円滑に進むよう進捗

管理する

・不育症の検査及び治療費助成の実施

・不育症の方の孤立化の防止のため、当事者の交流の場の創設や社会的理解を求める

啓発の実施

市 町

・ 市町は、「ふじのくに少子化突破戦略の新・羅針盤」を参考に、地域における少子

化の要因やその背景等を把握し、課題の解決に向けた対策を実施

・ 市町は、地域の子育て家庭の状況や、子育て支援へのニーズをしっかり把握し、５

年間を計画期間とする「市町子ども・子育て支援事業計画」を策定

・ 幼児期の学校教育・保育をはじめとする「子ども・子育て支援」に関する住民サー

ビスの主体として、子どもの最善の利益の実現のため、子どもと子育て家庭を支援

・ 不妊症または不育症治療費助成の実施、助成の窓口やそれに伴う相談対応

企 業
・企業は、仕事と育児の両立がしやすい就労環境を積極的に整備するとともに、企業

の社会的責任に鑑み、それぞれの企業活動において、子育て支援に貢献する取組を

実施

県 民

・ 県民は、地域社会が子どもの育ちの場としての役割を担っていることを踏まえ、

各々の立場で子育てに積極的に関わるなど、子どもの健やかな成長とそのための

子育て支援に関心と理解を深める

・妊娠・出産に関する正しい知識や不妊、不育症について理解を深める
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３ 主 な 取 組

視点１ 結婚支援の推進

取 組 名
市 町 等 と 連 携 し た 結 婚 支 援

の 推 進
担 当 課 名 こども未来課

目 的

(何のために)

結婚を望む男女が着実にその歩みを進め、家庭を築いていくことができるよう、市

町や企業等と連携し、継続的、広域的に結婚を支援するための仕組みを構築しま

す。

取
組
内
容
（
手
段
、
手
法
な
ど
）

取組１：ふじのくに出会いサポートセンターによる出会いの提供 （P.33 参考資料)

2021 年 11 月に県と全市町で組織する「ふじのくに結婚応援協議会」を立ち上げ、2022 年 1

月から、少子化の主な要因とされる未婚化・晩婚化への対応として、結婚を希望する者をサポート
する拠点「ふじのくに出会いサポートセンター」を運営し、2022 年度中に 15 組が成婚しました。

○事業概要

取組２：県及び市町による結婚、妊娠、出産子育てまでの切れ目ない支援

国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、県及び市町が、地域の実情に応じた結婚、妊
娠・出産、子育てまでの「切れ目ない支援」をする「ふじのくに少子化対策特別推進事業」を実施

します。

○事業概要

取組３：若者が将来のライフプランを描くことを支援 （P.35 参考資料)

「若い世代向け結婚・子育て等ライフデザイン応援事業」により、次代を担う若者が、結婚や子
育て、仕事等を含む明るい将来のライフプランを描くことができるよう、必要な知識や情報を提供

し、子どもや子育て世代との交流や育児体験の機会を創出します。

○事業概要

区分 内容

主な事業

・マッチングシステムを活用した出会いの機会の提供

・婚活イベント・セミナーの開催

・会員数増加に向けた取組

県予算 36,099 千円 国 2/3

区分 内容

対象事業

（結婚支援）

結婚新生活支援事業 ほか

・新たに婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う新生活を経済的に支援

県予算 335,320 千円 国２/３～３/４

区分 内容

主な事業
・学校への出前講座（中学、高校、大学 計 13 校）

・子どもや子育て世代との交流・体験

県予算 6,400 千円 国１/２
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視点 2 安心して出産・子育てできる環境づくりの推進

取 組 名
若い女性の妊娠・出産に関する健康

支援
担 当 課 名 こども家庭課

目 的

(何のために)

将来的に又は近い将来に妊娠や出産の希望をもっている、若い世代に対する妊
娠・出産に関する正しい知識の普及とともに、不妊症や不育症に悩む夫婦を支援し
ます。

取
組
内
容
（
手
段
、
手
法
な
ど
）

取組１：不妊・不育症に悩む方への相談支援

不妊症、不育症で悩む県民に、治療への不安などに対する心のケアを提供します。
また、不妊治療・不育治療等について適切な情報提供がなされた上で、治療方法の選択・決定

ができ、治療中の不安に対しても十分対応できる体制を整備します。

○事業概要

○相談実績

②相談内容（複数回答あり）

取組２：不育症治療費助成制度
安心して子どもを生み育てられる環境を整備するため、「妊娠のための支援・安心して出産を

迎えるための支援」として、不育症治療に対する経済的支援を実施します。
○事業概要

※不育症とは「妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡を繰り返し、結果的に子どもを
持てない場合」をいう。

内容 予算

不妊・不育専門相談センター

・静岡県助産師会による電話相談 週３回（火、木、土曜日）

・産婦人科医師による面接相談 年３回（東部、中部、西部）
・不育症セミナーカフェ（不育症経験者の講話、交流会）

4,400 千円

相
談
件
数

年度
電話相談（単位：件） 面接相談（単位：件）

合計
不妊症 不育症 小計 不妊症 不育症 小計

R2 175 23 198 14 4 18 216
R3 208 19 227 ６ 0 ６ 233
R4 182 21 203 １ 2 ３ 206

年度
医療情報

（検査・病院情報等）
治療の悩み

（治療内容、費用面等）
治療以外の悩み

（家族、周囲の人間関係）
R2 40.3% 51.3% 25.9%
R3 27.8％ 36.5％ 36.9％
R4 25.7％ 34.5％ 43.2％

創設年度 平成 29 年度

助成対象 不育症に係る検査及び治療（保険診療の対象外のもの）

実施主体 市町
負担割合 県 2/10 市町 5/10 本人 3/10

補助対象限度額 34 万 5 千円（想定される検査・治療を実施した場合の上限額）

所得制限 夫婦合算 730 万円未満

対象年齢
43 歳未満（不妊治療に続いて実施する場合があるため特定不妊治
療の上限に準ずる）

助成実績

年度 助成額実績 申請件数 出産に至った割合
R2
R3
R4

395 千円
551 千円
441 千円

38 件
56 件
40 件

29.7％
20.8％
25.0％
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取
組
内
容
（
手
段
、
手
法
な
ど
）

【参考】

一般不妊治療費助成

一般不妊治療（人工授精）を行う夫婦に対し、治療費の一部を助成する市町に補助金を交付す

していたが、令和４年度からの保険適用に伴い、本制度は令和３年度で終了。（令和４年度経過

措置により令和５年３月31日治療終了分まで助成）
○事業概要

特定不妊治療費助成制度

不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず高額な医療費がかかる

配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成していたが、令和４年度からの保険適用に伴い、

本制度は令和３年度で終了。（令和４年度経過措置により令和５年３月31日治療終了分まで助

成）

○事業概要

創設年度 平成 26 年度

助成対象 人工授精

実施主体 市町

負担割合 県 2/10 市町 5/10 本人 3/10

補助対象限度額 90,000 円

所得制限 夫婦合算 730 万円未満

対象年齢 40 歳未満

助成実績

年度 助成額実績 申請件数 母子手帳交付を受けた者の割合
R2
R3
R4

6,661 千円
7,237 千円
1,046 千円

507 件
590 件
89 件

22.5％
21.4％
28.1％

創設年度 平成 16 年度

助成対象
体外受精・顕微授精・男性不妊治療(TESE 及び MESA)
※保険適用外で行ったもの

実施主体 県、政令市
負担割合 国 1/２、県及び政令市 1/２

給付の金額
・１回あたり上限 30 万円
（排卵を伴わない凍結胚の移植等については上限額 10 万円）
・男性不妊治療について上限 30 万円

所得制限 なし

対象年齢

初回助成に係る治療開始時の妻の年齢が
・40 歳未満･･･43 歳になるまで通算６回まで
・40 歳以上 43 歳未満･･･43 歳になるまで通算３回まで
子の出生につき、助成回数をリセットすることが可能

助成実績

年度 助成額実績 助成件数
R2
R3
R4

419,793 千円
911,828 千円
249,839 千円

2,295 件
4,058 件
1,198 件
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取
組
内
容
（
手
段
、
手
法
な
ど
）

取組３：10 代を中心とした若い世代への啓発 （P.36 参考資料)

県内医療機関の協力を得て作成した「いつかのために今からできること」という啓発媒体を用いて、県内７箇
所に設置した健康福祉センター職員が学校の依頼に基づき、小、中、高校生を対象とした若い世代の方へ望
まない妊娠や性感染症の予防等について健康講座を実施します。

○事業概要

取組４：20 代から 30 代を中心とした世代への啓発 （P.38 参考資料)

将来的に又は近い未来に妊娠や出産を希望する世代に対して、妊孕性（妊娠する力）や妊娠の機序
にんようせい

など妊娠を考えるにあたって参考となる知識や情報を提供するためのプレコンセプションケア※に関する講演会を開
催します。

※女性やカップルが将来の妊娠のために必要な心と体のケアや知識のこと

○事業概要

取組５：妊娠に向けた正しい知識の提供や不妊要因を検査する健診媒体の作成

県内産婦人科標榜医療機関が妊娠を考える男女に対してプレコンセプションケア健診※を県内どこでも標準
的な内容で受けられる体制を整えることを目的として、健診の場面で使用できる啓発媒体を作成します。

※不妊の要因となる疾病や生活習慣がないかを検査等で確認し、妊娠に向けた正しい知識を伝える健診

○事業概要

対象学校：県内（小学校、中学校、高等学校）７校

対象人数：914 人（R4 実績）

事業実施

（予定）

対象：一般県民（妊娠・出産を考える世代）

内容：妊娠の機序、妊娠を考えるときに参考になる知識や情報の提供

媒体作成概要
県内医療機関の医師や助産師の意見をもとに媒体を作成し県内医療機関に

1,000 部配布予定

啓発媒体内容
不妊要因となる疾患、不妊要因の検査方法、妊娠の機序、安全な妊娠や出産

に向けた生活習慣など
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視点 3 保育サービスの充実

取 組 名 保育士の定着促進と質の向上 担 当 課 名 こども未来課

目 的

(何のために)

細分化する保育ニーズに応えるサービスを充実させるため、潜在保育士の職場復帰支

援や保育所等の処遇改善が行われることで、保育士の職場定着による人材確保ととも

に保育士等に対して研修を行い、資質の向上を図ります。

取
組
内
容
（
手
段
、
手
法
な
ど
）

取組１：保育士の資質向上と処遇改善 （P.39 参考資料)

保育所のリーダー的職員の育成を目的としたキャリアアップ研修を実施し、国による民営の
保育所を対象とした施設型給付等に係る処遇改善等加算Ⅱの制度に基づき、受講者の研修修了

を要件として、各施設へ保育士 1 人当たり月額、最大４万円の給与相当額の上乗せを行い、専

門性に見合う処遇改善を実施します。

取組２：保育現場の環境改善 （P.39 参考資料)

保育士の負担軽減を図るため、現場における業務の見直しやＩＣＴ活用など、施設に応じた

適切な助言をする巡回支援を実施します。

研修による技能の習得により、
キャリアアップできる仕組みを構築

キャリアアップ研修

【研修分野】
①乳児保育
②幼児教育
③障害児保育
④食育・アレルギー
⑤保健衛生・安全対策
⑥保護者支援・子育て支援
⑦マネジメント

※研修の実施主体：都道府県等
※研修修了の効力：全国で有効
※研修修了者が離職後再就職する場合：
 以前の研修修了の効力は引き続き有効

保育士等

職務分野別リーダー
【要件】
ア 経験年数概ね３年以上
イ 担当する職務分野（左記①～⑥）の研修を修了
ウ 修了した研修分野に係る職務分野別リーダーとしての発令

※乳児保育リーダー、食育・アレルギーリーダー等
※同一分野について複数の職員に発令することも可能

副主任保育士 ※ライン職

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ マネジメント＋３つ以上の分野の研修を修了
エ 副主任保育士としての発令

専門リーダー ※スタッフ職

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ ４つ以上の分野の研修を修了
エ 専門リーダーとしての発令

主任保育士

園長

月額４万円の処遇改善
（園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／３）

月額５千円の処遇改善
（園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／５）

区 分 内 容

勤務環境向上に係る

巡回支援

対象施設：10 施設

支援回数：５回/施設

支援内容：業務の棚卸や整理に関する助言等職員が働きやすい

職場づくりに係る支援

ICT 活用に係る

巡回支援

対象施設：10 施設(新規)+２施設(継続)

支援回数：５回/施設

支援内容：導入計画、マニュアル等の作成、不具合対処、

活用フォロー 等

啓発セミナーの開催

ワークショップの開催

回 数：３か所(東・中・西）

対 象 者：①保育所等における ICT 推進担当者 等

②管理者 等

内 容：①勤務環境の向上に資する ICT の効果的な活用、シ

ステムデモ体験 等

②業務効率化や保育の質の向上を目指す施設同士で意

見交換や情報交換を行う。
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取 組 名 安全・安心な保育サービスの提供 担 当 課 名 こども未来課

目 的

(何のために)

送迎バス内で発生した事故の再発防止に向けて、送迎車両を運行する全ての保育
所等で安全対策に取り組みます。また、保育所等における不適切保育に関する認識
の共有と、職場環境の改善を推進します。

取
組
内
容
（
手
段
、
手
法
な
ど
）

取組１：安全装置の導入支援 （P.40 参考資料)

令和５年４月１日から、送迎用車両への安全装置の設置と乗降車時の点呼等による所在確

認が義務付けられたことに伴い、安全装置等を導入する施設に対して助成します。

取組２：安全管理対策の徹底 （P.42 参考資料)

県の安全管理指針を活用し、自園の送迎マニュアルの見直しを促進するとともに、ヒヤリハ

ット事例を活用することで、自発的に安全管理意識を高め、同様の事故の再発防止を徹底し

ます。

＜指針による安全管理の徹底＞

項 目 内 容

送迎用車両への安全装置

導 入 支 援

ブザーやセンサーなど、車内の園児等の所在の見落としを防止

する装置等を導入する施設への助成

施設数：650 施設 運行台数：1,530 台

項 目 内 容

こどもの車両送迎に係る

安全管理指針の

策 定

・送迎バスを運行する施設が、自園の送迎に関する安全管理マニュアルの作成

や改定の際、参考となるガイドラインとしての役割

・今回の事案の原因を踏まえた対処法を中心に、園長の役割、送迎に関する安

全管理マニュアルの策定や活用法などの重要項目に論点を絞った、現場で実

践可能な内容

＜指針の概要＞

①送迎車両運行に携わ

る者の管理と役割

安全管理の統括者としての園長の役割、その他運転

手、同乗職員、臨時の職員、保護者等それぞれの行

うべき役割

②事故防止のための重

要確認事項

ダブルチェック体制の必要性と整備、こどもの乗降

確認、施設到着時のこどもの引き渡し、降車後の車

内確認の各方法

③登園管理
こどもが登園後の施設と各クラスにおける出欠確認

の手順と人数確認の徹底

④送迎車両の安全対策
送迎車両に設置する安全装置や、こどもに対する支

援策、送迎車両の仕様、バスラッピング等の考え方

⑤ヒヤリハット

事例の収集・共有
ヒヤリハット事例の収集方法、共有の仕方

⑥送迎マニュアルの

策定と活用

作成したマニュアルの見直しのタイミングや、研修

や訓練の実施による活用

活 用 促 進
各保育施設における「車両送迎に係る安全管理マニュアル」について、県の指

針に沿った改定を促すため、安全管理指針の概要やポイントを説明する動画を

制作し、YouTube 上で配信
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＜指針による安全管理の徹底＞

＜車両送迎安全装置設置状況調査（令和５年８月末）の結果＞

台数 設置率

県 9 13 12 92.3%

政令市 2 4 4 100.0%

計 11 17 16 94.1%

県 37 78 70 89.7%

政令市 32 78 77 98.7%

計 69 156 147 94.2%

県 ※ (1) (2) (2) 100.0%

政令市 2 4 2 50.0%

計 2 4 2 50.0%

県 11 31 8 25.8%

政令市 10 28 3 10.7%

計 21 59 11 18.6%

県 6 7 7 100.0%

政令市 4 5 5 100.0%

115 245 225 91.8%

125 257 237 92.2%

20 98 98 100.0%

248 591 511 86.5%

８月末までに設置完了予定

私立幼稚園

(幼稚園型認定こども園含む)

幼稚園計

特別支援学校

計

施設類型 施設数 運行台数

保育所

(保育所型認定

こども園含む)

幼保連携型

認定こども園

地域型保育事業所

認可外保育施設

(地方裁量型認定

こども園含む)

公立幼稚園

(幼稚園型認定

こども園含む)

項 目 内 容

収 集 ・ 情 報 共 有
ヒヤリハット事例を収集し、各保育施設に情報共有することによ

り、安全管理意識を高く維持

安 全 管 理 研 修 の

開 催

静岡県保育連合会と静岡県私立幼稚園振興協会連携し、管理者向

けに、ヒヤリハット事例を用いた安全管理研修を実施

実施日：令和５年６月 ６日（火）私立幼稚園振興協会

令和５年６月 22 日（木）保育連合会
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取
組
内
容
（
手
段
、
手
法
な
ど
）

取組３：不適切保育に係る研修と職場環境改善の取組 （P.40 参考資料)

・県と静岡県保育連合会の共催で、園長、保育に携わる職員を対象に、保育所等における不適

切保育の未然防止に向けたオンライン研修会を開催しました。

・研修内容を踏まえ、施設内での話し合いの場を設けるよう求め、各施設から未然防止の取組

を収集し、優良事例を取りまとめ、自発的な保育体制の改善を促進します。

取組４：保育士の相談窓口の設置 （P.41 参考資料)

保護者や保育士等からの不適切保育に係る通報や、子どもの保育に関する様々な相談に、

迅速に対応する保育の総合相談窓口をこども未来局内に設置しました。

項 目 内 容

未 然 防 止 研 修

開催日：令和４年 12 月 27 日（火）

講 師：常葉大学短期大学部 保育科 教授 西田 泰子 氏
（講習内容）

・不適切な保育に至る要因などの解説、事例検討

・不適切な保育防止に向けた取組
・保育の振り返り

（講習視聴回数） （アンケート回答数）

22,709 回 7,677 人

保育の振り返り内容
・各施設での意見交換結果：1,195 施設から提出(提出率 85.9％)
・優良事例を取りまとめ、他施設へ情報共有

項 目 内 容

通 報

相 談

名 称 保育の総合相談窓口チャイム(令和５年３月 29 日開設)

設 置 場 所 静岡県庁西館３階 こども未来課内

受 付 専任相談員：１人，平日：午前９時から午後５時まで

受 付 方 法
・専用ダイヤル：０７０ － １００８ － ７８０５

・ホームページに設置する専用フォーム(24 時間対応)

対 応

・保育士や保護者等からの不適切保育が疑われる行為等の

通報・相談に対して、必要に応じて、担当部署に情報提供し、実態

把握を行う立入調査や、改善指導につなげる。

・保育所や認定こども園等の保育制度や、各種補助制度等についての

相談・質問にも対応

・家庭内虐待や子供の発育相談等は、専門窓口を紹介
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通報・相談状況（令和５年３月 29 日～8 月 24 日）

項 目
専 用

対応等
ダイヤル フォーム

不適切保育が疑われる行為の通報 2 0 ・福祉指導課による調査

相 談

園の対応 52 16 ・福祉指導課等へ情報提供

・市町へ情報提供

等労働環境 12 11

育児不安 0 0 ・専門機関を紹介

保育・保育士制度全般 5 2 ・窓口対応

県・市町の対応 2 1 ・市町へ情報提供

専門窓口へ案内 4 1 ・専門機関を紹介

その他 ５ 1
・専用フォームが見つけづらい

・公立園と私立園の違い

計
82 32

114
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視点 4 子育てと仕事の両立支援

取 組 名
地 域・職 場 で の 子 育 て 支 援 の

充 実
担 当 課 名 こども未来課

目 的

(何のために)

子どもが放課後を安心して過ごせる場を提供するため、放課後児童クラブの環境

を整備します。また、子育て中の社員が生き生き働くため、仕事と家庭の両立を支

援するイクボスの養成などを推進します。

取
組
内
容
（
手
段
、
手
法
な
ど
）

取組１：放課後児童クラブ施設整備の促進 （P.52 参考資料)

市町が行う施設整備への助成とともに、児童館や公共施設など小学校区域内にある既存施設の
再利用による場所の確保を含め、市町の整備計画の策定にあたっても相談支援を行います。

＜施設整備の実績（予定）＞

取組２：放課後児童支援員の確保に向けた支援

○ 放課後児童支援員認定資格研修の実施

・放課後児童クラブに従事するのに必要な、知識・技能を習得するための研修を毎年度県内 3 か
所で実施します。

＜放課度児童支援員認定資格研修修了者数＞ （単位：人）

＜R4 研修修了者数の主な受講資格要件別内訳＞

○ 放課後児童支援員等の資質向上研修の実施

発達障害が疑われる子どもへの支援等に必要な専門的知識を習得するため、放課後児童クラ
ブで従事する職員への研修を実施します。

＜事業概要＞

年度
新設 既存施設改修

受入増総数
実施主体・か所数 受入増数 実施主体・か所数 受入増数

R1 6 市 2 町 2 法人 21 か所 593 人 ８市 24 か所 583 人 1,176 人

R2 8 市 2 町 2 法人 24 か所 530 人 ４市 ９か所 246 人 776 人

R3 ４市 14 か所 307 人 ８市１法人 16 か所 517 人 824 人

R4 ３市 ６か所 179 人 ５市 ９か所 230 人 409 人

R5（予定） ５市 ９か所 275 人 ４市 ６か所 90 人 365 人

年 度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 計
修了者数 589 955 697 351 367 269 433 412 4,073

・保育士 78 人 ・高卒で児童福祉事業 2 年以上従事者 218 人

・教諭等の有資格者 73 人 ・大学で社会福祉学科等修得 7 人

・社会福祉士 1 人 ・上記以外 35 人

聴講研修
発達障害児への支援や子どもの発達の理解など、専門的な知識の習得が必
要なテーマについて学ぶ。
・回数：３回（東部・中部・西部、各１日） ・定員：300 人

実地研修

専門的な知識を有する者から発達障害児等の対応に関する具体的な指導・
助言をクラブ単位で受講する。
・クラブ数：希望する 30 クラブ（1 クラブ３回まで受講可）
・参加人数：概ね 300 人程度（1 か所 10 人程度参加想定）
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○ 放課後児童支援員等の処遇改善に係る事業の助成

放課後児童クラブを運営する市町に対して、安定的なクラブ運営を支援するため、運営費の

助成とともに、支援員等の処遇改善に係る経費についても、クラブの実態に応じて助成し、質の

向上と機能の充実を図ります。補助率：県 1/3（国 1/3、市町 1/3）

・放課後児童支援員等処遇改善等事業

・放課後地黄支援員キャリアアップ処遇改善事業

・放課後児童支援員等処遇改善事業（月額 9,000 円相当賃金改善）

○ 障害児の受入に係る人員配置に要する経費の助成

放課後児童支援員等が円滑に児童の支援にあたることができるよう、障害児の受入れに伴い

必要となる、専門的知識を有した職員の配置に係る経費を助成します。

補助率：県 1/3（国 1/3、市町 1/3）

取組３：イクボスの養成を推進 （P.53 参考資料)

2015 年度から、「部下の能力を最大限に引き出して育（イク）成し、自らも輝くボス『イクボ

ス』」の普及・養成のための講座等を開催しました。

2023 年度は、県内の中小企業等の経営者、管理職等を対象に、イクボスに関する基礎知識や先

進事例を紹介するとともに、子育てしやすい職場環境づくりを進める上での重点テーマを設定し、

自身の職場等を想定した演習を実施するなど、より実践的な講座を開催します。

〇重点テーマ

区 分
放課後児童クラブ支援事業

（障害児受入推進）
障害児受入強化推進事業

内 容 ・
基 準 額

障害児受入のために必要な専門的知
識等を有する放課後児童支援員等を
配置するのに要する経費(人件費及
び必要な研修受講費用)

1,956 千円

・３人以上障害児を受け入れる場合に必要な
専門的知識等を有する放課後児童支援員等
を、障害児の数に応じて１名以上配置する
のに要する経費(人件費及び必要な研修受講
費用)

障害児数、配置職員数により
1,956～5,868 千円

・医療的ケア児を受け入れる場合
① 必要な看護職員等の配置 4,061 千円
② 送迎支援に要する経費 1,353 千円

Ｒ４実績 17 市町（364 か所） ７市町（56 か所）

業務改善 業務効率化のヒントや、業務の俗人化を防いでチームで対応するための取組等

社内風土 円滑なコミュニケーションの取り方や、多様性を理解する職場風土づくり等

支援制度 子育て世帯に配慮した就業規則の整備や育休職員の職場復帰支援の取組等
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取組４：静岡県次世代育成支援企業（こうのとりカンパニー）認証制度 （P.53 参考資料)

仕事と子育ての両立を図るための職場環境づくりや男女共同参画社会づくり等に取り組んでい

る企業を静岡県次世代育成支援企業（こうのとりカンパニー）として認証し、実績が必要な「くる

みん認定」には届かずとも、積極的にワークライフバランスの実現に取り組む企業を後押ししてい

ます。

○認証企業 132 社（令和 5 年 8 月時点）

○認証企業における取組例

・育児休業等の取得可能日数を、法定を上回る日数に設定している。

・職場復帰プログラムや相談体制の整備等により、育児休業等を取得しやすくしている。

・フレックスタイム制導入やオンラインでのリモート勤務など柔軟な働き方を導入している。

・女性の職域拡大のため、資格取得等の研修受講を奨励している。

〇国制度（くるみん認定）との比較

取組５：静岡県版父子手帳「さんきゅうパパになろう！シェアワセＢＯＯＫ」 （P.55 参考資料)

2020 年度に作成した、男性が妻の妊娠初期から出産前後、

子どもが 3 歳になるまでにできることを視覚的に捉えられる

静岡県版父子手帳「さんきゅうパパになろう！シェアワセＢ

ＯＯＫ」を活用し、イクボス養成講座の参加者や市町への配

布などを行い、男性の家事育児の参画促進や、育児休業の取

得促進を図っています。

名称 次世代育成支援企業認証制度 くるみん認定

実施主体 静岡県 厚生労働省

対象 県内で活動する企業・団体 全国で活動する企業・団体

主な要件 計画作成や宣言の届出
計画作成や宣言の届出だけではなく、

目標値の達成や基準値以上の実績

県内認証数 132 社（令和 5 年８月時点） 117 社（令和 5 年８月時点）
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４ 主 要 事 業

事 業 名 重 点 項 目
2023

予算額(千円)

ふじのくに出会い応援事業

費

結婚を希望する県民を支援
・ふじのくに出会いサポートセンターの運営

・ふじのくに結婚応援協議会の運営

36,800

ふじのくに新･少子化突破展

開事業費助成

結婚支援や若者・子育て世代の移住促進などの少子化対

策事業を行う市町を支援
100,000

ふじのくに少子化対策
特別推進事業費

国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した市町
への支援

335,320

少 子 化 対 策 計 画 推 進 費
子育てしやすい職場環境づくりの促進、少子化対策等へ
の県民からの意見聴取

5,492

し ず お か ふ じ さ ん っ こ

推進事業費

若者向けに、結婚・妊娠・出産・子育てのライフプラン
創造を支援

・高校・大学等の学生向けライフプラン出前講座

・子育て支援団体への助成を通じた、学生と子育て世代
との交流や育児体験の機会を提供

・しずおか子育て優待カード事業

27,800

不妊・不育総合支援事業費

不妊症・不育症に対する支援
・不妊・不育専門相談センター運営事業
・プレコンセプションケア啓発事業
・不育症治療費助成

8,200

保育士等キャリアアップ研

修事業費

リーダー的役割を担う保育士の養成
・内 容：７分野（乳幼児、マネジメント ほか）

・実施方法：集合研修、ｅラーニング

27,198

働きやすい保育の環境向上

事業費

・勤務環境向上に係る巡回支援
・ＩＣＴ活用に係る巡回支援

・啓発セミナー・ワークショップの開催

10,000

こどもの安心・安全対策支援
事業費助成(保育：安全装置

分)

車内の園児等の所在の見落としを防止する装置等を導入
する認可外保育施設への助成

・補助率：10/10（175,000 円/台上限）

8,280

(2022 繰越)

保育総合相談窓口設置事業

費

専任相談員による通報・相談対応

・不適切保育が疑われる行為の通報や、保育に関する相
談等に対応する総合相談窓口の運用

４,800

放課後児童クラブ等関連事
業費

・放課後児童クラブの運営費等の助成
・放課後児童クラブの整備
・放課後児童支援員等の認定、資質向上研修の実施

1,952,038

合 計 2,515,928
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視点１ 結婚支援の促進 関連資料

＜ふじのくに出会いサポートセンター＞
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＜若い世代向け結婚・子育て等ライフデザイン応援事業＞

〇学校への出前講座

〇子どもや子育て世代との交流・体験（子育て支援団体への事業費助成）

区 分 内 容

目 的
学校のキャリア教育等と連携し、将来の様々なライフイベントに柔軟に対応するための知

識や情報を総合的に学ぶ。

対象者 中学生、高校生、大学生

実施校

（13）

中学（４）
静岡サレジオ中学、浜松開成館中学、常葉大学附属橘中学、常葉大学附

属常葉中学

高校（７）
御殿場高校、裾野高校、駿河総合高校、藤枝北高校、天竜高校、遠江総

合高校、小笠高校

大学（２） 静岡文化芸術大学、常葉大学

実施回数 15 回（※各学校で１回～２回実施）

実施時期 令和５年９月～令和６年２月

講座時間 50 分程度又は 100 分程度／回（※各学校に応じて決定）

受講者数 20 人程度～200 人程度／回（※各学校に応じて決定）

講座内容

・結婚、妊娠・出産、子育て、仕事の各ライフステージについて、ライフデザインを描く

ために必要となる知識や情報についての講義

・ロールモデルによる実体験の紹介や意見交換

・自分の将来について考えるための演習 など

講 師 ・キャリアコンサルタント ・結婚や子育て､仕事のロールモデル など

区 分 内 容

目 的
・子どもや子育て世代との交流体験から、若者が将来のライフデザインを描く機会を創出

・若い世代と子育て支援団体との交流から、子育て応援の機運を醸成

補助対象 ふじさんっこ応援大賞受賞団体等、県内で活動する子育て支援団体

補 助 数 ６団体程度

対象事業

若い世代と子どもや子育て世代との交流・体験

例）①乳幼児・親と若者との触れ合い・交流イベント

②子育て支援現場でのインターンシップ

③ライフデザイン（結婚、出産、子育て、仕事）をテーマとしたセミナーやワークシ

ョップの開催 など

対象経費

若い世代と子どもや子育て世代との交流・体験に係る経費

（会場使用料、外部講師謝金・旅費、広報費、資料代、消耗品費など）

※ 団体における経常的な経費（人件費等）や備品購入費などは対象外

補助金額 １団体あたり 50 万円以内（補助対象経費の 10 分の 10）
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視点２ 安心して出産・子育てできる環境づくりの推進 関連資料

＜10 代を中心とした若い世代への啓発＞
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＜20 代から 30代を中心とした世代への啓発＞



39

参考資料

視点３ 保育サービスの充実 関連資料

＜処遇改善等加算の概要＞

教育・保育の提供に従事する人材の確保及び資質の向上のため、賃金体系の改善を通じて「長く働くことが

できる」職場環境を構築し、質の高い教育・保育の安定的な供給を目的とした国の制度です。

＜働きやすい保育の環境向上事業における業務改善アドバイス＞

項 目 対 象 内 容 金 額

処遇改善等加算Ⅰ
(勤続年数で給料アップ)

非常勤職員を含む全

職員(パート・派遣保育
士や事務員や給食調

理員なども対象)

職員の平均経験年数

や賃金改善・キャリア
アップの取組に応じ

た人件費を加算

施設の平均勤続年数

に応じて月額 12,000
円 ～ 最 大 38,000 円

(給料の２％～12％)

処遇改善等加算Ⅱ

(役職で給料アップ)

概ね３年以上の保育

士経験があり、所定の
キャリアアップ研修

を修了し、役職に任命

された職員

技能・経験を積んだ職
員に係る追加的な人

件費を加算

・副主任保育士
月額最大 40,000 円

アップ

・専門リーダー
月額最大 40,000 円

アップ

・職務分野別リーダー
月額最大 5,000 円

アップ

処遇改善等加算Ⅲ

(ベースアップで給料アップ)

非常勤職員を含む全
職員(パート・派遣保育

士や事務員や給食調

理員なども対象)

職員の賃金の継続的な

引上げ(ベースアップ)
等に要する費用

収入の３％程度(月額

9,000 円)アップ

区 分 課 題 アプローチ例

保育補助者の活用

保育士の業務がたくさ

んあって負担感が大き

い。

・保育補助者の活用

業務分担を明確化し、保育士が保育に集中でき

るようになる。

書類業務の見直し

(記録の工夫)

保育補助者に任せたい

業務があるが、伝達や

情報共有に負担を感
じ、かえって業務が増

える。

・業務表の作成
業務を明確に伝えることができる。

任せる業務の全体像が見えることで、保育士間

で業務を調整しやすくなる。

書類業務の見直し
内容が重複している書
類が多く、作成に時間

がかかる。

・児童の記録に関する書類の見直し
作成時間を短縮化し、目的が明確し、意欲的に

取り組むことができる。

ノンコンタクトタイム導入

(保育業務から離れる時間
の確保)

休憩や休暇が取りにく

い。

保育の隙間時間を見つ
けて事務作業をする

が、はかどらない。

・業務内容のタイムマネジメント

（ノンコンタクトタイム導入支援）

業務が職員全体で均等化され、また、必要な業
務を精査し、優先順位をつけて、効率的に取り

組むことができる。
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＜安全装置の設置の義務化・支援＞

＜令和４年 12 月 27 日に各保育施設で行われた保育の振り返り内容＞

項 目 内 容

義務化された内容

令和５年４月１日から施行

・乗降車の際に点呼等の方法により、園児等の所在を確認

・送迎用バスへの安全装置の装備及び当該装置を用いて、降車時の所

在を確認

設置への支援

・対象施設：保育所、認定こども園、認可外保育施設等

114 施設(229 台，政令市込み）

・補 助 額：175,000 円上限／台

代替措置の経過措置

令和５年６月末までに安全装置の導入を進めるものの、導入が困難

な場合が考えられるため、令和６年３月31日までの間、代替措置（ぬ

いぐるみ等を用いて車両後方部まで点検など）を講ずることとさ

れ、安全管理の徹底を図っている。

区 分 主な取組内容

職員同士の話合いの場

保育の現場では、子どもを目の前にし、保育を行っている時間に職員間
の話し合いの場を設けることは、難しい状況にある。そのような中でも、
全職員の話し合いができるよう工夫している施設が多く見られた。
また、限りある時間の中で話し合うために、ICT などを活用し、時間や
場所の制約を乗り越えて実施している施設もあった。
その他、普段の保育の様子をビデオ撮影し、振り返りの機会を持つ、ビ
デオカンファレンスを行う取組もあり、話し合いをより具体的・効果的
に進めるための工夫が見られた。

誰もが話しやすい職場づくり

不適切な保育を防止するためには、それぞれの職員がお互いを助け合い、
不適切な保育に陥る前に注意することができる関係性が必要である。そ
のため、普段から誰もが話しやすい雰囲気を醸成する取組や、園長・先
輩職員から声を掛ける機会を増やすことで、役職や経験年数に関係なく
話しやすい環境を作っている施設が見られた。
また、それぞれがストレスを貯めないように、日頃のちょっとした機会
を活用し、職場環境を整えることも大切である。

子どもを尊重する

保育をする上では、担任園児に関係なく、全ての子どもに目を向けるこ
とが大切である。
ほかの職員の姿を見たり、セルフチェックなどにより自分の保育を見直
す機会を設け、保育観の偏りに気付くことが必要である。

子どもの様子の共有

職員間で子どもの状況を共有することにより、お互いをフォローし合う
ことでより質の高い保育につながる。
また、保護者とも積極的に情報を共有し、子どもの様子を知ることで、
保育の内容を工夫する取組も見られた。

職員の育成

積極的に園内・園外研修を実施することは、職員自身の資質向上につな
がる。また、研修に参加できない場合であっても ICT などを活用して資
料を共有し、園全体の質の向上を図る。
それ以外にも、外部アドバイザーや地域などとの交流により、幅広い意
見を取り入れることも質の向上につながると考えられる。
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保育の総合相談窓口のフロー（イメージ）

保護者

従業員
不適切保育

対応

（福祉指導課）

通報対象保育施設

（保育所

認定こども園

認可外保育施設※）

市町担当部署

情報提供・連携

立入
調査

（監
査）

保育相談窓口

（こども未来課）

専任相談員による

相談・質問対応

通報（公益）

相談・通報

保護（公益）

連絡

報告

施設 相談・通報
情報提供・確認

立入調
査

（特
別指
導
監査
）

≪専門窓口を案内≫

〇子どもの発育に関する相談

⇒　母子保健担当又は市町保健部署

〇家庭内虐待　⇒　児童相談所
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静岡県 教育・保育施設における

こどもの車両送迎に係る安全管理指針

令和４年 10月
静岡県
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はじめに

令和４年９月５日、本県牧之原市内の認定こども園で送迎バス内に取り残された園児が亡くなら

れる大変痛ましい事故が発生しました。

これまで、県では、令和３年７月の福岡県での同様の事案を踏まえた、国の安全管理の徹底に係

る通知を受け、各保育所、認定こども園、幼稚園等に対して周知を行ってきました。

また、県の定期監査においては、事故以後の令和３年度中は、本通知を改めて施設に提示して注

意喚起を行い、令和４年度からは、監査項目に送迎バスの安全管理に関する項目を加え、指導を強

化したところでした。

その中で、同様の事故が発生したことは大変残念であり、この事故を重大な事案と受け止め、二

度とこのような悲惨な出来事が起きることのないよう、再発防止に取り組んでまいります。

１ 事故の発生原因

今回の事案の発生原因として、以下の３点の事情が挙げられています。

１点目は、園到着後の同乗職員による降車確認と運転手による車内確認が未実施であったこと、

２点目は、同乗職員は園児の人数を未確認のまま登園状況を入力し、クラスではその情報を確認し

なかったこと、３点目は、欠席連絡のない園児の保護者確認を怠ったことです。

さらに、今回の事案では、送迎バスを運行する際に、運転手の他に同乗職員を１名配置していた

ものの、事故当日、普段は運転しない職員が正規の運転手の代わりに運転しており、それぞれの役

割分担が十分に共有されず、結果的に送迎バス内の園児の降車確認や車内確認が行われていません

でした。

また、運転手や同乗職員、施設職員の役割や安全確認手順が記載された送迎バス運行マニュアル

等も整備されていませんでした。

２ 本県の送迎バス運行実態

県と政令市では、事故後、送迎バスを運行する２３２施設に対し、書面による実態調査を実施し

ました。調査結果によると、送迎バスの運転手においては、常勤、非常勤職員の園が55％、派遣職
員が45％となっており、同乗職員においては、保育教諭や保育補助者が68％、その他の者が32％
となっていました。

バス送迎に直接関わる者の３、４割が外部人材であることから、マニュアルや安全意識の共有、

研修等による危機意識の確認において、マネジメントを行う園長の役割は重要となります。

３ 安全管理マニュアルの重要性

このことを踏まえ、各施設におけるこどもの車両送迎に係る安全管理マニュアル作成と、職員に

対するマニュアルの周知やマニュアルに即した行動の徹底、職員間の情報共有の必要

性を強く感じ、今回、各施設でのマニュアル作成の参考となるべく本指針を策定いたしました。

各施設におかれましては、こどもが保護者の手から離れバスに乗車し、保護者のもとに帰るまで

の時間を幼児教育・保育の時間と認識し、この指針を参考として、車両送迎に係る安全管理マニュ

アルを作成するとともに、こどもの送迎に係るすべての施設職員が改めて手順を確認をすることで、

車両送迎における安全管理を徹底してください。
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この安全管理指針は、送迎バス内での置き去り事故を防ぐ目的で策定されたものですが、置き去

りに限らず多くの事故はこのような安全管理指針を遵守していなかったことに起因しているため、

指針を策定しただけで事故を防ぐことはできません。指針に沿った安全管理体制を構築することは

当然として、現場にはそれを維持する仕組み作りが求められています。こうした体制が構築されれ

ば、置き去り以外の事故を防ぐことにもつながるでしょう。

今後、この安全管理指針に沿って現場では多くのルールを策定することになります。ただし、ル

ールが多すぎて職員が多忙化すれば、子供たちに向き合う時間が減るだけでなく、職員の注意力が

低下してしまう恐れがあります。また、多すぎるルールはいずれ軽視される恐れもあるし、意図せ

ぬ見落としが起こる危険性もあります。過剰に反応しすぎることなく、園の状況（職員や園児の人

数、周辺環境、地域や保護者の協力など）を踏まえて、現実的なルールの策定が求められることも

忘れてはなりません。

加えて、園の経営者の方にお願いです。安全性は費用負担と比例して高まる傾向があります。新

しい機器の導入や職員の増員などができれば安全性が高まりますが、これらは経営状況に左右され

るものです。バスの置き去りに限らず、子供たちの安全確保にどの程度の費用が負担できるのか、

教育・保育現場と連携しながら前向きに検討いただきたいと思います。

最後に申し添えますが、この安全管理指針は恒久的なものではありません。現場のマニュアルに

PDCAサイクルによる改善を求めていることと同様に、こうした指針も常に社会情勢に合わせた改
善が求められており、一度作成すれば大丈夫というものではありません。多くの現場の声を反映さ

せながら、この安全管理指針が成長していくことを期待しています。

教育・保育施設におけるこどもの車両送迎に係る安全管理指針

監修にあたって

常葉大学 木宮敬信教授
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１ 送迎車両運行に携わる者の管理と役割

（１）園長

・園長は、常勤・非常勤にかかわらず全ての所属職員の監督者として、施設の安全管理全体

を統括する責務を負っている。具体的には送迎マニュアルの策定から改定、また職員に対

する周知や研修、訓練の実施などである。

・副園長、教頭や主任保育士等を危機管理の担当者とした場合であっても、園長のリーダー

シップのもと、定期的な職員会議における安全管理の検討の実施や、研修機会の創出、訓

練の実施など、送迎マニュアルの内容について職員間の情報共有がなされる職場環境づく

りを率先して構築することが園長の役割となる。

（２）運転手

ア 運転手の管理

園長は、運転手について、以下の管理を行う。

・運転手名簿を作成し、運転手に変更があった場合には更新するなど、常に最新の状態に

して管理する。

・運転手に対し、運転免許証の有効期限の確認や、毎日の運行前の健康状態の確認、アル

コールチェックを行う。

・運転手に対し、施設において初めて送迎業務に従事する前やルート変更があった場合等

に、こどもを送迎する際の注意点や送迎コース上の注意点等について、研修等を実施す

る。

イ 運転手の役割

運転手は、送迎車両運行中は運転に専念するほか、原則として以下の業務を行う。

・送迎車両運行の前に自動車点検基準（昭和26年運輸省令第70号）に定める日常点検を行
う。

・送迎車両駐車後の車内のこどもの降車確認を行う。

・終業後、車両の故障の有無の確認を行い、不具合がある場合は速やかに園長等の管理責

任者に報告をする。

（３）同乗職員

ア 同乗職員の管理

園長は、同乗職員について、以下の管理を行う。

・こどもの安全確保のため、運転手以外の同乗職員を１名以上乗車させる。

・同乗職員に対し、施設において初めて送迎業務に従事する前に、こどもを送迎する際の

注意点等について、研修等を実施する。

イ 同乗職員の役割

同乗職員は、原則として以下の業務を行う。

・送迎車両乗降時、こども一人ひとりの確認や人数確認を主な業務とし、乗車時の名簿へ

のチェック、降車時の名簿へのチェック、施設到着後の施設職員への引き継ぎ等を行

う。

・乗降時におけるバス降車口の安全確認、出発時・走行時の転倒防止のための声掛け等に

より、送迎車両走行時のこどもの安全を確保する。

・送迎中の、こどもの欠席情報等に関して、施設との連絡調整を行う。

（４）臨時の職員の運行体制

・施設は、運転手及び同乗職員の急な不在に備え、臨時の運行体制をあらかじめ定める。

・臨時の職員に対しても、常勤職員と同様に、運行ルートやこどもを送迎する際の注意点等

について十分な園内研修を行い、情報共有を図る。
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・あらかじめ送迎車両内に役割手順書を備えるなど、常勤でない職員でも自己の役割をいつ

でも認識できるようにする。

（５）運行委託業者

・施設は、送迎車両の運行を外部業者に委託する場合であっても、こどもの登園が施設の活

動の一環であることの認識を持って、施設で運行する場合と同様の安全管理体制となって

いるか確認し、必要に応じて、運転手・同乗職員の役割や業務の内容・手順、履行確認の

方法等について委託業務の仕様として契約に定める。

・運行委託業者は、自社で備える安全管理体制のほか、施設が求める安全管理体制に協力す

る。

・委託業者所有の車両を使用する場合も、送迎車両の仕様や安全装置の装備等、同様のこと

が求められる。

（６）保護者への対応

・施設は、送迎車両による送迎が、施設と保護者が自主的に行う私的契約であることを保護

者に対して書面等により事前に説明する。

・利用内容や保護者の守るべき事項等について記載した利用申請書・承諾書等について、保

護者から提出を求める。

・運行方法等（例：運行コース、運休の基準及び保護者への連絡方法、こどもが送迎車両を

利用しない時の施設への連絡方法等）について、保護者に対して書面により事前に説明す

る。

・保護者は、送迎利用の有無や出欠について、施設があらかじめ決めた連絡方法・連絡時間

を守り、確実に施設に報告を行う。

２ 事故防止のための重要確認事項

（１）ダブルチェック体制

・こどもの安全管理において、登園時や園外活動の前後等、場面の切り替わりにおける人数

確認でダブルチェック体制を整える。

〔臨時の運行体制で定めるべき事項の例〕

□ 臨時職員の氏名、連絡先、連絡順位

□ 最終順位者まで出勤できない場合の運行方法、運休決定の時間

□ 運休する場合の職員間の情報共有と保護者への連絡方法

□（前もって分かっている場合）臨時職員の勤務日

□ 臨時職員の行うべき役割手順書

〔降車時におけるダブルチェック例〕

・施設に到着した際、降車時に、同乗職員は、こども一人ひとりの降車を確認し、

乗車名簿への降車確認のチェック等を行う。

・運転手は、車を駐車スペースに移動した後、こどもが残っていないか車内確認を

する。

・さらに、置き去り防止を支援する安全装置を国のガイドラインに沿って装備す

る。
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（２）乗降確認

ア 乗車名簿及び座席

・乗降確認のため、乗車名簿を作成し、同乗職員や施設職員、担任等で共有する。

・こどもの乗車状況を確認しやすくする観点からは、指定席にするなど、座席をある程度

固定することが望ましい。

イ 乗降確認の手順

＜登園時の乗降確認（朝）＞

・送迎地点は、あらかじめ決められたコース及び地点のみとする。

・同乗職員は乗車場所にて、保護者・付き添い家族からこどもを確実に引き受け、乗車名

簿への乗車確認のチェック等を行う。

・施設到着後の降車時に、同乗職員は、こども一人ひとりの降車を確認し、乗車名簿への

降車確認のチェック等を行う。

＜降園時の乗降確認（夕）＞

・降園を担当する施設職員は、乗車するこどもを集合させ、乗車名簿を添えて、こどもを

同乗職員に引き継ぐ。

・同乗職員は、こどもを乗車させる際、乗車名簿への乗車確認のチェック等を行う。

・降車地点は、あらかじめ決められたコース及び地点のみとする。

・降車場所にて、こどもを保護者・付き添い家族に確実に引き渡した後、乗車名簿への降

車確認のチェック等を行う。

（３）施設到着後のこどもの引き渡し

・登園時の送迎車両到着後におけるこどもの施設内職員への引き渡しについて、確実かつ円

滑な引き渡しを行うため、職員の配置、手順等について具体的に定める。

（４）車内確認

ア 降車確認

・送迎後の降車確認方法について具体的に定める。

イ 車内確認手順

・送迎車両駐車後の車内確認について、方法や役割を明確にするため、あらかじめ書面で

手順を定め、送迎車両に備える。

〔送迎車両から施設への引き継ぎ例〕

・同乗職員は、降車したこどもを施設玄関へ引率し、乗車名簿とあわせて、施設内

の引き受け担当職員に引き渡す。

・引き受け担当職員は、乗車名簿とこどもの人数が一致していることを確認したう

えで、こどもを各クラス担任へ引き渡す。

〔確認方法例〕

・同乗職員は、登園時、こどもを施設職員に引き継いだ後、車内に戻り、こどもが

残っていないか車内確認を行う。

・同乗職員は、降園時、施設に帰着後、送迎車両から降りる前に、こどもが残って

いないか車内確認を行う。

・運転手は、登園時及び降園時、送迎車両駐車後、こどもが残っていないか車内確

認を行う。
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※送迎車両運行時における各職員の役割例については、別添１役割フローチャート例参照

３ 登園管理

送迎後は保育との確実な接続が必要であるため、以下を実施する。

・施設は、時間を定めて各クラスにおいて最終的な出欠確認を行う。

・出欠確認の結果、出席していないこどもについて、事前に欠席等の連絡を受けていない場

合、速やかに保護者に連絡し確認を行う。

・出欠情報は、各クラスの名簿による管理のほか、施設全体の登園状況の把握のため、職員室

等において全てのこどもの分を一元管理する。また、過去の履歴についても後に確認できる

よう記録を残しておく。

・登園管理システム等により出欠情報を管理している場合は、職員室の端末のほか、各クラス

にタブレットを配置するなどして、園長、副園長、クラス担任等が最新の出欠情報を確認で

きる体制とすることが望ましい。

４ 送迎車両の安全対策

（１）安全装置の装備

・マニュアル整備や研修等により、人のミスを極力減らす努力は必要であるが、「人はミス

をするもの」との前提で、人の注意力を補完するための安全装置の装備は有効である。

・なお、安全装置については、現在、国において装備の義務化と仕様の策定に向けて検討が

行われているところである。

（２）こどもに対する支援策

・大人が万全の対応をすることでこどもを絶対に見落とさないことが重要であるが、万が一

車内に取り残された場合の危険性をこどもに伝えるとともに、緊急時には外部に助けを求

める行動がとれるようこどもの発達に応じた支援を行うことも考えられる。

・その際、こどもが送迎車両に乗ることに不安を与えないよう十分留意する必要がある。

（３）送迎車両の仕様等

ア 幼児専用車両

・幼児専用車については、道路運送車両の保安基準及び道路交通法においてシートベルト

〔記載項目例〕

□ 車内最後部まで歩いて確認し、こどもが車内にいないことを確認した。

□ シート下にこどもが隠れていないか確認した。

□ 車内に忘れ物がないか確認した。

□ 車内の清掃、消毒を行った。 等

〔安全装置の例〕

・車内に設置したセンサーが取り残されたこどもを感知し、アラームが鳴る装置

・エンジン停止後に車内後部で警報音が鳴って目視確認を促す装置

・こどもの力で容易に押すことができるボタン式のブザー 等

〔こどもに対する支援策の例〕

・こどもが車内で振ることができる旗を設置する。

・こどもがクラクション等を鳴らし、救助を求めることができるよう訓練を行う。

等
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やチャイルドシートの装備義務が除外されているが、交通事故等、こどもの安全を確保

する観点から、「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン」（平成25年3月車
両安全対策検討会）に準じた幼児専用車とすることが望ましい。（※別添２ガイドライン

参照）

・なお、このガイドラインでは、本来はチャイルドシートやシートベルトの着用が望まし

いとし、平成25年時点では適した装置が無いことを除外理由としている。さらにガイド
ラインでは３年から５年以内の装置の開発を求めている。ガイドライン策定から10年が
経過し、新たな装置の開発が進んでいる状況を踏まえれば、積極的な装備が望まれる。

イ その他車両

・上記以外の乗用車等で送迎を行う場合は、使用するこどもに合わせて、チャイルドシー

ト等道路交通法に規定される装備をつけること。

（４）運行日誌の整備

・送迎車両には、車両ごとに運行日誌を備え、所要の事項を記録する。

・運転手は、その日の運行管理状況を運行日誌に記入し、園長（又は運行管理責任者）に提

出し、確認を受ける。

（５）その他

ア バスラッピング

・置き去りとなったこどもの存在を車外から確認できないことは、バスラッピングの欠点

と言えるが、一方で、日常の不審者対策としての有効性もあることから、窓全体を覆わ

ず部分的な設置に留めたり、一定の透過性を持たせること等により、駐車時に外から車

内が視認できるよう配慮する。

イ 窓やドアの開放・施錠

・送迎車両駐車後のこどもの脱出口の確保として、窓やドアの開放は有効であるが、一方

で、窓やドアの開放は不審者の侵入を容易にしたり、危険物の投げ込み等の危険性も招

いてしまう。実施については施設で安全性について検討する。

ウ ドライブレコーダー

・送迎中における車内外での事故全般に備える観点から、車内・車外の様子を記録できる

ドライブレコーダー等を整備することも有効である。

５ ヒヤリハット事例の収集・共有

・日々の送迎の中で発生したヒヤリハット事例について、記録簿により残すなど、事例収集の

方法を定める。その際、危険性の大小にかかわらず、幅広く収集することが望ましい。ま

た、収集した事例は会議や研修の場等で情報共有し、再発防止に努める。

・ヒヤリハットにはヒューマンエラーを報告する内容が含まれるため、園長は、職員個人の叱

責につながることがないようにするなど、匿名での収集や、事例が報告されやすい職場環境

づくりに努める。

〔運行日誌の記載項目例〕

□ 運転日時、運転者、走行距離、燃料費、運転手の健康状態チェック

□ 同乗者（同乗職員名、利用児童数〔朝・夕〕）

□ 送迎車両の事前点検、事後点検の実施状況と点検による留意事項

□ 送迎車両駐車後の車内確認 等
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６ 送迎マニュアルの策定と活用

（１）送迎マニュアルの策定

・送迎車両運行に係る手順や各職員の役割を明確にするため、こどもの車両送迎に係る安全

管理マニュアル（以下「送迎マニュアル」という。）を作成する。

（２）送迎マニュアルの改定

・送迎マニュアルは、年度末や新年度、職員が入れ替わる時期などにおいて、安全管理のための

会議を開き、運用の確認や、職員から改善点の意見を募るなどして改定を行う。

・また、日々の送迎の中で発生したヒヤリハット事例や他施設で発生したヒヤリハット事例、

国・自治体の通知等を踏まえて、随時又は定期的な時期にマニュアルの改定を行う。

（３）送迎マニュアルの活用

・園長は、送迎マニュアルの内容について、定期的な研修や事故のシミュレーション訓練を行うこ

と等により、職員間で情報共有が図られるよう、マニュアルの活用を行う。

〔送迎マニュアル改定方法の例〕

①職員、保護者、有識者等により構成される送迎マニュアル改定のための会議を開

く。

②以下の事項が確認された場合に、随時又は定期的な時期に改定を行う。

・新年度に、職員の変更や利用するこどもの変更に伴う運行コースの変更等、運

行体制や運行計画の内容に変更が生じた場合

・送迎車両の変更や、委託業者等の変更が生じた場合

・運行時の安全管理について、実情に応じて変更した方が良い点や、追加で実施

すべき改善点が見られた場合

・送迎の中で発生したヒヤリハット事例や、他施設のヒヤリハット事例を受けて

改善すべき点が見られた場合

・国や自治体の通知等により新たに確認すべき事項や基準が設けられた場合 等

〔研修・訓練の内容例〕

・ 送迎車両運行時における各職員の役割の確認

・ 登園時、降園時の想定事案に対する対応訓練、対応方法の確認

・ 事故発生時における園長、保護者、医療機関等への連絡方法の確認 等
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視点 4 子育てと仕事の両立支援 関連資料

＜放課後児童クラブの概要＞

１ 目的

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に適切な遊

び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。

２ 役割

３ 設備・運営に関する基準（国の放課後児童健全育成事業に係る参酌基準）

４ 放課後児童クラブ利用に当たっての保護者負担額の分布（R4.5.1 時点）

※ 負担額は、クラブ利用に当たっての会費・その他経費の合計額（入会金やおやつ代は含まず）。

区分 内容

国

・設備及び運営に関する基準の制定（省令）

・運営指針の制定

・財政支援（運営費・施設整備費）

県

・新・放課後子ども総合プランに基づく県行動計画の策定

・財政支援（運営費・施設整備費）・放課後児童支援員の養成

・市町に対する助言・援助

市町

・事業の実施主体（適切と認めた者に委託等可）

・新・放課後子ども総合プランに基づく市町行動計画の策定

・国基準を参酌し、設備及び運営に関する基準の制定（条例）

区 分 内 容

計画等
市町に総合的かつ計画的に事業を実施する責務（区域ごとの事業量の見込みや

提供体制等を定める。）

対象児童 小学校６年生まで

設備・運営 省令基準を参酌して、市町が条例で定める

従事者
資格

放課後児童支援員

※保育士等の有資格者又は2 年以上の従事経験者等で、県が行う研修の修了者

人数 １支援の単位ごとに原則２人（うち１人は補助員でも可）

専用区画 児童１人当たり概ね 1.65 ㎡以上

支援の単位 児童数は概ね 40 人以下

区 分
2～4

千円未満
4～6

千円未満
6～8

千円未満
8～10
千円未満

10～12
千円未満

12～14
千円未満

14～16
千円未満

16
千円以上

計

クラブ数
（率）

27
(3.5％)

291
(38.1％)

190
(24.9％)

177
(23.2％)

61
(8.0％)

11
(1.4％)

5
(0.7％)

2
(0.3％)

764
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＜仕事と家庭の両立事業＞

１ イクボス養成講座

中小企業における「イクボス」の普及・育成を図るため、県内の中小企業等（※従業員 300 人以下）

の経営者、管理職、部下を持つ者等を対象に業種や企業規模別に応じた講座を実施する。

２ 子育てに優しい職場環境づくり推進アドバイザー派遣

子育てに優しい職場環境づくりの推進と次世代育成支援企業認証取得促進を図るため、県内の中小企

業等（※従業員 300 人以下）を対象に、社労士等のアドバイザーを派遣し、実践的に企業の抱える課題

解決を行う。

３ これまでの実績（イクボス関連事業）

実施時期 令和５年８月～令和６年３月

実施回数 ３回

実施方法 オンライン（※ZOOM）

講師等
・社労士やキャリアコンサルタント

・ふじのくに子育てに優しい企業表彰企業

内容

・イクボスの基礎知識や先進事例の紹介

・ふじのくに子育てに優しい企業表彰受賞企業のイクボスによる取組事例

の紹介・意見交換

・男性の育児休業取得促進について

実施時期 令和５年 10 月～令和６年２月

実施企業数 10 企業（※上限３回/企業）

実施方法 オンライン（※ZOOM）又は訪問

派遣の流れ

企業の抱える課題解決に向けて以下のフローで対応する。併せ

て次世代育成支援企業の認証取得に向けた支援も実施する。

年度 参加者数 講師・テーマ 会 場

H27 79
講師：ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事 安藤哲也氏

テーマ：「イクボスのすすめ～少子高齢化時代の上司のマネジメントとは？」
県 庁

H28 45
講師：ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事 安藤哲也氏

テーマ：「イクボスのすすめ～少子高齢化時代の上司のマネジメントとは？」
ア ク ト シ テ ィ

H29 51
講師：ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン理事 川島高之氏

テーマ：「イクボス式経営で業績UP～子育てもプライベートも楽しむ職場づくり」
プラサヴェルデ

H30 47
講師：ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン理事 塚越 学氏

テーマ：「働き方改革とイクボス式職場づくり実践のヒント」
あ ざ れ あ

<１回目>
・課題抽出

・取組内容

の検討

<２回目>
・取組の決定

・計画書の

策定

<３回目>
・進捗確認
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R1

138

【イクボス実践研修会】

講師：ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン理事 川島高之氏

テーマ：「選ばれる会社には、『人を大切にする上司（ボス）』がいる。

～業績アップの近道！イクボスを増やそう！～」

プラサヴェルデ

ア ク ト シ テ ィ

382

【イクボス出前講座】

講師：社労士・キャリアコンサルタント

テーマ：イクボスのメリット、イクボスになるための行動計画作成、制約のある社員のマ

ネジメント、アンガーマネジメント 他

県 内 企 業 等

1 5 か 所

R2 -
※イクボスリーダー養成、イクボス出前講座の実施を予定していたが、

新型コロナウイルス感染症の影響により未実施

R3

33

【イクボスリーダー養成講座（２回の連続講座）】

＜第 1 回＞

講師：嘉野内雅史氏（社労士）、鬼頭理恵氏（アナウンサー）

テーマ：イクボスの基礎知識及び先進事例の紹介

＜第２回＞

講師：岩崎まゆみ氏（社労士）、R2 子育てに優しい企業表彰企業（３社）

テーマ：イクボスの取組状況や取組結果の情報共有

オ ン ラ イ ン

262

【イクボス出前講座】

講師：社労士やキャリアコンサルタント

テーマ：アンコンシャスバイアスについて、ハラスメントの予防と対応

策について、ワークライフバランスの応援について 等

R4

247

【イクボス出前講座】

申込企業： 15 社

講 師：嘉野内雅史氏（社労士）、岩崎まゆみ氏（社労士）、

足立貴史氏（国家資格キャリアコンサルタント）

テ ー マ：イクボスの基礎知識及び先進事例の紹介 等
オ ン ラ イ ン

82

【男性の家事育児参画講座】

講 師：小崎恭弘氏（大阪教育大学教授）

テ ー マ：夫婦で家事・育児を円満に行うためのポイント 等
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４ さんきゅうパパになろう シェアワセＢＯＯＫ（本紙から抜粋）


